
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

指

導

監

査

課

○

指

定

通

所

支

援

の

事

業

の

廃

止

の

届

出

〃

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

○

〃

〃

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

〃

○

〃

〃

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

○

土

地

改

良

事

業

の

施

行

認

可

耕

地

課

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

の

消

滅

水

産

課

【

公

告

】

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

及

び

就

任

届

耕

地

課

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了 岡

山

県

公

報

令和６年１０月１日 第１２６３９号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号 

 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

プ
ラ
ム
放
課
後 

  

２  

所
在
地 

笠
岡
市
美
の
浜
二
六
―
二
九 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

合
同
会
社
ウ
ゴ
カ
ス 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

笠
岡
市
美
の
浜
二
六
―
二
九 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
五
〇
五
〇
〇
一
三
二 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

令和６年１０月１日　岡山県公報　第１２６３９号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号 

 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
指
定
通
所
支
援
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

お
ひ
さ
ま
笠
岡
事
業
所 

２  

所
在
地 

笠
岡
市
美
の
浜
二
六
―
二
九 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

ト
ラ
ス
テ
ィ
株
式
会
社 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

岡
山
市
南
区
宗
津
三
八
五
―
二 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
九
月
三
十
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
五
〇
五
〇
〇
〇
五
八 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

令和６年１０月１日　岡山県公報　第１２６３９号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号 

 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
。 

令
和
六
年
十
月
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

訪
問
介
護
事
業
所 

Ｌ
ｉ
ｎ
ｋ
ｓ 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
玉
野
市
田
井
一
丁
目
九
番
九
号 

デ
ィ
ア
ス
・
プ
エ
ン
テ
Ｂ
一
〇
二
号
室 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

株
式
会
社
原
田
屋 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
玉
野
市
田
井
一
丁
目
一
一
番
二
〇
号 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
〇
四
〇
一
五
六
八 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
介
護 

令和６年１０月１日　岡山県公報　第１２６３９号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号 

 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
。 

令
和
六
年
十
月
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
こ
や
ま 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
総
社
市
清
音
上
中
島
二
三
九
番
地
四 

コ
ー
ポ
清
音
二
〇
二
号 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

合
同
会
社
ナ
ー
シ
ン
グ
ケ
ア
小
山 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
総
社
市
清
音
上
中
島
二
三
九
番
地
四 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
〇
八
〇
一
四
七
八 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
介
護 

令和６年１０月１日　岡山県公報　第１２６３９号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号 

 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。 

令
和
六
年
十
月
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

Ｐ
．
Ａ
．
Ｃ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
日
生 

 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
備
前
市
日
生
町
日
生
一
四
三
九
―
五 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

株
式
会
社
Ｐ
．
Ａ
．
Ｃ 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
備
前
市
日
生
町
寒
河
二
四
一
八
番
地
一 

三 

指
定
年
月
日 

令
和
六
年
十
月
一
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
六
一
一
九
〇
〇
四
八 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
看
護 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

令和６年１０月１日　岡山県公報　第１２６３９号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
号 

 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。 

令
和
六
年
十
月
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
Ｐ
Ｌ
Ｕ
Ｓ
備
前 

 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
備
前
市
西
片
上
一
三
七
四
番
地 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

株
式
会
社
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｐ
Ｅ
Ｘ 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
岡
山
市
東
区
西
大
寺
中
野
五
一
七
番
地
九 

三 

指
定
年
月
日 

令
和
六
年
十
月
一
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
六
一
一
九
〇
〇
五
五 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
看
護 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

令和６年１０月１日　岡山県公報　第１２６３９号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
こ
や
ま 

  

２  

所
在
地 

総
社
市
清
音
上
中
島
二
三
九
番
地
四 

コ
ー
ポ
清
音
二
〇
二
号 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

合
同
会
社
ナ
ー
シ
ン
グ
ケ
ア
小
山 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

総
社
市
清
音
上
中
島
二
三
九
番
地
四 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
八
〇
〇
五
九
八 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護 

令和６年１０月１日　岡山県公報　第１２６３９号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
規

土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。                                  

 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称 

 
 

児
島
湾
土
地
改
良
区 

二 

地
区
名
及
び
工
種 

 
 

 

地
区
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

工 
 

種 

 
 

  

西
七
区
７
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
規
模
土
地
改
良
（
か
ん
が
い
排
水
）
事
業 

 
 

 
 

 
 

 
 

錦
東
32
―
１
樋
門 

 
 

非
補
助
土
地
改
良
（
か
ん
が
い
排
水
）
事
業 

 
 

 
 

 
 

 
 

錦
六
区
横
11
南
樋
門 

 
 

 
 

〃 

 
 

 
 

桜
川
北
沖
２
番
川
樋
門 

 
 

 

〃 

 
 

 
 

西
七
区
６
号
樋
門 

 
 

 
 

 

〃 

 
 

 
 

北
七
区
支
線
35
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 

 
 

 
 

北
七
区
支
線
48
号
２ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 

 
 

 
 

北
七
区
支
線
50
号
２ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 

北
七
区
支
線
85
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 

 
 

 
 

宗
津
川
丘
２
番
交
差
東
樋
門 

 
 

 
〃 

 
 

 
 

川
張
潮
廻
し
１
号
樋
門 

 
 

 
〃 

三 

認
可
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
九
日 

 
 

 
                                                                         

   
 

令和６年１０月１日　岡山県公報　第１２６３９号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号 

 

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
令
和
二
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号
に
よ
る
指
定
漁
船
を
普
通
損

害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は
、
令
和
六
年
九
月
七
日
限
り
、
消
滅
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

加
入
区
の
名
称 

九
蟠
加
入
区 

令和６年１０月１日　岡山県公報　第１２６３９号



〔
五
一
七
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

土
地
改
良
区
の
名
称 

 
 

那
岐
池
土
地
改
良
区 

二 

退
任
及
び
就
任
役
員 

 
 

退
任
役
員 

 
 

就
任
役
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

理
事
監 

 
 

氏 
 

名 
 

 
氏 

 

名 
 

 
 

住 
 

 

所 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
の
別 

 

芦
田 

 

元 
 

 
 

 
 

 
 

 

勝
田
郡
奈
義
町
滝
本
一
六
○
一 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

理 

事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有
宗 

啓
三 

 

〃 
 

〃 
 

〃 

一
二
五
八
―
二 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令和６年１０月１日　岡山県公報　第１２６３９号



〔
五
一
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
市
北
区
建
部
町

田
地
子
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
八
月
十
三
日
か
ら
令

和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和６年１０月１日　岡山県公報　第１２６３９号



〔
五
一
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

赤
磐
市
五
日
市
字
コ
イ
三
二
番
一
、
三
三
番
一
、
三
五
番
一
、
三
七
番
、
三
八
番
一
、
三
九
番

一
、
四
一
番
一
、
四
二
番
一
、
四
三
番
一
、
五
四
番
、
五
五
番
、
五
六
番
一
、
五
七
番
、
五
九
番

二
、
六
〇
番
、
六
九
番
二
、
六
九
番
七
、
七
九
番
一
、
八
〇
番
一
、
八
六
番
、
八
七
番
、
八
八
番
、

八
九
番
一
、
三
二
番
一
地
先
か
ら
六
五
番
一
地
先
ま
で
道
、
三
二
番
一
地
先
か
ら
四
三
番
一
地
先

ま
で
道
、
八
九
番
一
地
先
か
ら
六
九
番
二
地
先
ま
で
水
路
、
六
五
番
一
地
先
か
ら
五
七
番
地
先
ま

で
水
路
、
六
〇
番
地
先
か
ら
五
九
番
二
地
先
ま
で
水
路
、
五
七
番
地
先
か
ら
五
五
番
地
先
ま
で
水

路 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

倉
敷
市
玉
島
八
島
一
五
一
〇
番
地
一 

晴
れ
の
国
岡
山
農
業
協
同
組
合 

代
表
理
事
組
合
長 

内
藤 

敏
男 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
四
八
号 
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〔
五
二
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

赤
磐
市
下
仁
保
字
中
庄
七
二
二
番
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

赤
磐
市
河
本
七
三
一
番
地
コ
リ
ー
ヌ
サ
ン
ヨ
ー
二
〇
二
号
室 

花
房 

数
磨 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
七
月
十
九
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
七
七
号 
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〔
五
二
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

赤
磐
市
五
日
市
字
コ
イ
三
二
番
一
、
三
三
番
一
、
三
五
番
一
、
三
七
番
、
三
八
番
一
、
三
九
番

一
、
四
一
番
一
、
四
二
番
一
、
四
三
番
一
、
五
四
番
、
五
五
番
、
五
六
番
一
、
五
七
番
、
五
九
番

二
、
六
〇
番
、
六
九
番
二
、
六
九
番
七
、
七
九
番
一
、
八
〇
番
一
、
八
六
番
、
八
七
番
、
八
八
番
、

八
九
番
一
、
三
二
番
一
地
先
か
ら
六
五
番
一
地
先
ま
で
道
、
三
二
番
一
地
先
か
ら
四
三
番
一
地
先

ま
で
道
、
八
九
番
一
地
先
か
ら
六
九
番
二
地
先
ま
で
水
路
、
六
五
番
一
地
先
か
ら
五
七
番
地
先
ま

で
水
路
、
六
〇
番
地
先
か
ら
五
九
番
二
地
先
ま
で
水
路
、
五
七
番
地
先
か
ら
五
五
番
地
先
ま
で
水

路 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

道
路
、
水
路
、
緑
地 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

倉
敷
市
玉
島
八
島
一
五
一
〇
番
地
一 

晴
れ
の
国
岡
山
農
業
協
同
組
合 

代
表
理
事
組
合
長 

内
藤 

敏
男 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
四
八
号 
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